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起きてはならない最悪の事態ごとの対応方策（全文） 
 
 
 

事前に備えるべき目標   ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 

 リスクシナリオ 

 ５－１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

※人命に直接的・重大な影響を及ぼすリスクシナリオ   

 現在の取組・施策 脆弱性評価 

 
【エネルギー供給体制の強化】  

 ＜エネルギー供給事業者の災害対策＞ ※再掲 

 電力事業者やガス事業者においては、災害によるエネルギー
供給施設の被害を未然に防止するため、施設の耐震性強化など
各種の災害予防措置等を講じている。 

 

災害発生時においてエネルギー供給機能が停止しないよう、引
き続き、災害予防措置を講じていく必要がある。 

 ＜ガス供給施設の老朽化対策＞ 

 県では、県内ガス供給事業者が組織する組合等における施設
等の高度化を推進するため、中小企業高度化資金貸付事業を実
施している。 

 
 災害発生時においても地域内ガス供給事業者が円滑な供給を確
保できるよう、引き続き、県と連携し、施設の整備等に向けた体
制作りの構築が必要となる。 

 ＜避難所等への燃料等供給の確保＞ ※再掲 
 災害発生時に石油燃料を調達するため、県石油商業組合南黒
支部と連携して行う。 

 
災害発生時において、応急対策用燃料等を安定的に確保するた

め、必要に応じて連携を見直す必要がある。 

 ＜企業の業務継続計画作成の促進＞ ※再掲 
 災害発生時における中小企業者等の経済活動の停滞を回避す
るため、市内企業に対し、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促

進している。 

                  
経済活動が停滞することがないよう、企業等の業務継続計画

（ＢＣＰ）の策定を促進しているが、策定していない企業に対

し、引き続き、ＢＣＰの必要性について普及啓発していく必要が
ある。 

 ＜石油燃料供給の確保＞ ※再掲 
 災害発生時には石油燃料の調達及び供給に支障を来すおそれ

があるため、住民の安全や生活の確保、適切な医療等の提供、
ライフライン等の迅速な復旧を行う施設や緊急車両等に供給が
できるよう、関係機関相互の連携により、調達・供給体制の整

備を図るものとする。 

 
災害発生時の石油燃料供給の確保が必要であることから、引き

続き、供給先の情報更新や防災訓練の実施などにより連携体制を
維持・強化する必要がある。 

 【再生可能エネルギーの導入促進】  

 
＜再生可能エネルギーの導入＞ 
 再生可能エネルギーなどの地域エネルギー資源を最大限活用

するため、地域のエネルギー資源を地域が主体となって活用す
る取組に対して支援を行っている。 

 
災害発生時等において必要なエネルギーが自給できるよう、地

域のエネルギー資源を地域が主体となって活用する新たなシステ
ムづくりに対して、引き続き支援を継続する必要がある。 

 

＜電力系統の接続制約等の改善＞ 
 2030 年度の再生可能エネルギー発電導入量見込みを達成する
ために、県においては、送電線の増強や系統安定化のための対

策を国に要望している。 

 
送電網が脆弱な状況となっているため、再生可能エネルギー導

入を拡大し、災害発生時においても有効に機能させるためには、

送電線の着実な整備や蓄電池による系統安定化対策など、送電網
の充実強化を図る必要がある。 

 【道路施設の防災対策】  

 

＜緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策＞ ※再掲 
 災害発生時の広域的な避難路や救援物資の輸送路となる緊急
輸送道路を確保するため、優先的に機能強化や老朽化対策を推

進している。 

                  
 依然として、多くの脆弱性を有する箇所が残っており、災害発
生時の救助・救援に係る人員や物資などの緊急輸送路の確保が課

題であるため、緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策を優先的に
進める必要がある。 
 

 

＜緊急輸送道路以外の道路の機能強化・老朽化対策＞ ※再掲 
緊急輸送道路が損壊した場合に備え、これを補完する緊急輸

送道路以外の道路の安全性等を確保するため、機能強化や老朽
化対策を推進している。 

 
緊急輸送道路が損壊した場合にこれを補完する道路について、依

然多くの脆弱性を有する箇所が残っているため、機能強化や老朽
化対策を行う必要がある。 

 

＜市町村管理農道・林道の機能保全・老朽化対策＞ ※再掲 
災害発生時の避難路・代替輸送路となる市町村管理の農道・

林道の安全性等を確保するため、市町村による定期的な点検診

断等を実施している。 

 
整備後、相当の年数を経過している施設もあることから、点検

診断等を実施の上、計画的に老朽化対策等を実施する必要があ

る。 

 
＜道路における障害物の除去＞ 
  道路の障害物の除去は、原則として当該道路の管理者が行
い、交通の確保を行っている。 

 また、重要物流道路及び代替・補完路は国が災害時の道路啓
開・災害復旧を代行することが可能であるため、当該道路管理
者が必要に応じて支援を要請することとしている。 

    
 地震や風水害等により道路における障害物が発生した場合、救
助・救援に係る人員や物資などの輸送を妨げる恐れがあるため、

迅速な交通の確保が必要である。 



 
 
事前に備えるべき目標 ５   必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 

リスクシナリオ ５－１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 
 

 

リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 

 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止を防ぐため、エネルギー供給事業者の災害対策や石油製品の安定

供給体制の構築を推進するとともに、再生可能エネルギーの導入促進等を図る。 

重点 
対応方策 

（今後必要となる取組・施策） 
取組主体 

重要業績評価指標 

（参考値） 

    

 
 

災害発生時におけるエネルギー供給機能の確保に向けて、地域
防災計画に基づき施設の耐震性強化など必要な災害予防措置が
講じられるよう、電気事業者・ガス事業者との連携を強化する。 

 

市 

 

 

 
災害発生時においても地域内ガス供給事業者が円滑な供給を

確保できるよう、引き続き、県と連携し、施設の整備等に向けた

体制作りの構築について検討していく。 

 
市 

 
 

  
災害発生時の連携が有効に機能するよう、必要に応じて連携に

ついて検討していく。 

 
市 

 
 

  
企業における業務継続計画（ＢＣＰ）策定がより一層促進され

るよう、普及啓発を行っていく。 

 
市 

 
 

  
災害発生時の石油燃料供給の確保が必要であることから、供給

先の情報更新や防災訓練の実施などにより連携体制の維持・強化
を図る。 

 
市 

 

    

  
災害発生時等において必要なエネルギーを自給するため、地域

のエネルギー資源を地域が主体となって活用する新たなシステ

ムづくりを推進する。 

 
市 

 
 

  

脆弱な送電網を解消するため、県と連携しながら、送電網の充
実強化について、検討していく。 

 

市 
県 

 

 

    

  
災害に強い道路を整備し、大規模災害発生時の広域的な避難路

や救援物資の輸送路の確保を図るため、国の交付金を活用する等
により、道路整備や危険箇所対策、道路施設の耐震化といった機
能強化と老朽化対策を実施する。 

 

 
市 

県 
国 

 

  
緊急輸送道路を補完する道路の安全性等を確保するため、国の

交付金を活用する等により、道路整備や危険箇所対策、道路施設

の耐震化といった機能強化と老朽化対策を実施する。 
 

 
市 
県 

 

 

   

市町村管理の農道・林道については、必要な改良や老朽化対策
等が実施されるよう、維持管理及び、県と連携し事業を進めてい
る。 

 

 

市 
県 

 

     

 迅速に交通を確保するため、道路管理者による迅速な道路の障
害物の除去を行う。 

 

市 

 

市道管理延長 L=355.400km 
農道管理延長 L=65.599km 
林道監理延長 L=29.033km 



 


